
● 仮幅杭設置、⽤地測量・物件調査を進めています

現地測量作業状況

道路中心杭設置

仮幅杭設置

（基準点設置）

用地測量

物件調査

関係者の皆さまと

現地確認

各種業務の作業員は身分証明書の携

帯及び腕章を着用し、また、作業車に

は作業プレートを提示し、作業用車両

であることを明確にした上で、作業を

行います。ご協力をお願いいたします。

仮幅杭設置（基準点設置）について
過年度に道路中心杭（赤色）を現地に設置させていただきました

が、今回は基準点（白色）と仮幅杭（黄色）を設置する作業等を行
います。

用地測量・物件調査について
仮幅杭設置後に境界復元作業として隣接地との境界復元作業を行

います。土地の境界確認を経て、事業の対象となる土地の上にある
建物・工作物等の物件の調査を実施させていただきます。

作業プレート（例）

関係者の皆さまと現地確認について

関係者の皆さまと現地にて確認し土地の境界を確定します。

現地測量作業について
設計説明会等でご説明させていただきました仮幅杭設置及び用地測量・物件調査の作業を

開始します。関係者の皆さまには、個別にご案内させていただきます。
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国⼟交通省 中国地⽅整備局 ⼭⼝河川国道事務所 計画課 TEL：0835‐22‐1819
岩国市役所 都市開発部 都市計画課 幹線道路整備推進室 TEL：0827‐29‐5161

【問い合わせ】 http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/
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バックナンバーはこちら

１ 測量・地質調査・設計
２ 皆さまと設計協議
３ 幅杭打設

４ ⽤地測量・物件調査

５ ⼟地代や補償の説明
６ 売買・補償成⽴
７ ⼯事説明・⼯事着⼿

〇関係者の皆さまに了解を頂いたうえで、測
量及び地質等を調査し、把握した現地の状況
を基に設計します。

８ 完成・開通

〇新しい道路に必要な幅や、地元の⽅が利⽤
されている道路、⽔路等について関係者の皆
さまに説明します。地元の⽅々の疑問にも答
えます。
〇設計協議が終了すると、話し合いの結果に
もとづいて幅杭を打ちます。

〇関係者の皆さまが⽴会のうえ、⼟地の境界
を決めて、⽤地測量や物件を調査します。

● 各種業務の状況

● 事業の流れ

※地図上の①〜⑨は現地調査範囲です。詳細は以下の表に記載。

⑥

①
④

⑤

この地図は、国⼟地理院⻑の承認を得て、同院発⾏の電⼦地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第775号）

③

令和4年5⽉時点

②⑨

⑦
⑧

現在の作業


